
 

令和 3 年度「鍛冶屋創生塾」研修生募集案内 

 

高知県土佐刃物連合協同組合では、将来高知県内にて独立し鍛冶屋を目指す鍛冶研修生を募集します。 

 

【目的】 

「鍛冶屋創生塾」では、新たに鍛冶職人を目指したい方に道を開き、土佐打刃物にしかできない自由鍛

造の技術を習得させ、伝統的工芸品「土佐打刃物」を次世代へ残すことを目的とします。 

 

 

【研修期間】  

 令和 3 年 5 月～令和 5 年 4 月 

研修期間２年（年間２４０日を予定） 研修時間：午前９時～午後５時 

 

 

【研修内容】 

 （実習）  

 

 

 

 

 

※研修は 20 日ほどの座学のあとは実習中心の授業となります 

 

 

（座学） 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

【研修場所】 

 高知県香美市土佐山田町上改田１１３－１ 

  鍛冶屋創生塾 

     

 

【募集人数】  ３名 

科 目 内    容 

鍛  造 鉄・鋼づくり／鍛接（沸し付け）／整形 

研  ぎ 荒研ぎ／研磨／仕上げ 

熱 処 理 焼入れ／焼き戻し／泥塗り 

そ の 他 歪取り／銘入れ／柄付け／安全教育 

科 目 内    容 

歴  史 土佐打刃物の歴史 

熱処理 技能検定 3 級及び２級熱処理 

安全教育 鍛造用機械の取り扱いについて 

材料学 刃物鋼について 

マネジメント 
経営（マーケティング・市場調査・新商品の開発）及

び経理処理について 



【応募資格】 

 心身ともに健康で、当塾卒業後は県内にて独立し鍛冶屋を目指す事を強く希望する者 

 で、次の条件に全て該当する者とします。 

１） 伝統的工芸品産業等に就業意思のある新規就業希望者で、土佐打刃物の 

製造を生業としていない者 

  ２）原則満４０歳未満の者 

  ３）指定された研修先（「鍛冶屋創生塾」）に通勤可能な者 

  ４）性別は問いません。ただし日本国籍を有している者 

  ５）次のいずれかに該当する人は応募できません 

   ・成年被後見人及び被保佐人 

   ・過去において、懲戒免職の処分に処せられ、当該処分の日から２年を経過しない者 

   ・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける事がなくなるまでの者 

   ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を主張する団体等を結成し、又はこれ

に加入した者 

    

 

【選考方法・試験日程等】 

  １）選考試験 高知県土佐刃物連合協同組合による面接試験 

  ２）応募受付期間 ２０２０年１１月２日（月）～ ２０２１年１月２９日（金）  

                郵送の場合は 2021 年 1 月 29 日消印有効 

  ３）試験日程  

面接試験：2021 年２月 14 日（日）を予定   

合格発表：2021 年２月 25 日（木）を予定   

 ４）応募方法 

・履歴書（様式任意）を提出して下さい。 

 郵送の場合、封筒の表に「鍛冶屋創生塾 申請書類 在中」と朱書きし、簡易書留等確実な方

法で下記連絡先に郵送してください。 

・履歴書には日中に確実に連絡可能な連絡先（携帯電話等）を明記してください。 

 

【研修料】 

  年間 7０万円（研修料２２万円 前後期払い ・ステップ研修料 毎月４万円） 

   

【後継者育成制度】 

  高知県伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金有り、要件を満たした場合は２年間 

月額１５万円が支給されます。 

   

☆詳細につきましては、組合のホームページ等に掲載します。また、詳しい事をお聞きに 

なりたい場合は、事務局までお問い合わせ下さい。 

連絡先：〒７８２－００５６  高知県香美市土佐山田町上改田１１３-１ 

高知県土佐刃物連合協同組合 電話：0887‐53‐9530   

E-mail：tosahamono@sage.ocn.ne.jp  


